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新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

40個 32,000株 1名

新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況

2013年６月25日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

65個（新株予約権１個につき800株）

・新株予約権の目的である株式の数

52,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　117,700円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　800円（１株当たり　１円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2013年７月12日から2043年７月11日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

10日（10日が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの

間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約

権を一括してのみ行使することができる。

・保有状況

－ 1 －



新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

60個 24,000株 1名

2014年８月18日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

138個（新株予約権１個につき400株）

・新株予約権の目的である株式の数

55,200株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　85,400円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　400円（１株当たり　１円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2014年９月18日から2044年９月17日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

10日（10日が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの

間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約

権を一括してのみ行使することができる。

・保有状況

－ 2 －



新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

128個 51,200株 1名

2015年７月16日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

202個（新株予約権１個につき400株）

・新株予約権の目的である株式の数

80,800株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　107,400円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　400円（１株当たり　１円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2015年８月１日から2045年７月31日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

10日（10日が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの

間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約

権を一括してのみ行使することができる。

・保有状況

－ 3 －



新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

147個 58,800株 2名

2016年７月19日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

220個（新株予約権１個につき400株）

・新株予約権の目的である株式の数

88,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　157,100円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　400円（１株当たり　１円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2016年８月４日から2046年８月３日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

10日（10日が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの

間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約

権を一括してのみ行使することができる。

・保有状況

－ 4 －



新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

170個 34,000株 2名

2017年７月19日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

251個（新株予約権１個につき200株）

・新株予約権の目的である株式の数

50,200株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　115,200円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　200円（１株当たり　１円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2017年８月４日から2047年８月３日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

10日（10日が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの

間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約

権を一括してのみ行使することができる。

・保有状況

－ 5 －



新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

155個 31,000株 2名

2018年８月20日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

155個（新株予約権１個につき200株）

・新株予約権の目的である株式の数

31,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　118,400円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　200円（１株当たり　１円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2018年９月５日から2048年９月４日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

10日（10日が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの

間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約

権を一括してのみ行使することができる。

・保有状況

－ 6 －



新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

158個 31,600株 2名

2019年７月19日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

158個（新株予約権１個につき200株）

・新株予約権の目的である株式の数

31,600株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　164,500円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　200円（１株当たり　１円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2019年8月２日から2049年8月1日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

10日（10日が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの

間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約

権を一括してのみ行使することができる。

・保有状況

－ 7 －



新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

467個 46,700株 2名

2020年８月19日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

467個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的である株式の数

46,700株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　90,800円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　100円（１株当たり　１円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2020年９月４日から2050年９月３日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

10日（10日が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの

間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

ロ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約

権を一括してのみ行使することができる。

・保有状況

－ 8 －



② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況

2013年２月15日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

7,051個（新株予約権１個につき800株）

・新株予約権の目的である株式の数

5,640,800株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　500円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　83,200円（１株当たり　104円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2013年３月16日から2023年３月15日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権の割当を受けた者(以下｢新株予約権者｣という。)

は、当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれの地

位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新

株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定め

る場合はこの限りではない。

(a) 当社又は子会社を任期満了により退任した場合

(b) 定年退職その他正当な理由がある場合

ロ．割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、

主たる証券取引所における当社普通株式終値の１月間（当日を含む

－ 9 －



新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

当 社 使 用 人 312個 249,600株 18名

直近の20営業日）の平均株価（１円未満切り上げ）が一度でも、上

記に定める行使価額（新株予約権の行使時の払込金額）に15％を乗

じた価格（１円未満切り上げ）を下回った場合、新株予約権者は残

存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である2023年３月

15日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げ

る場合に該当するときはこの限りではない。

(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b) 当社が法令や証券取引所の定める諸規則に従って開示すべき重

要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権発

行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d) その他、当社が新株予約権の信頼を著しく害すると客観的に認

められる行為をなした場合

ハ．上記ロに該当した日以後において、上記イに定める場合以外の

理由により当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいず

れの地位をも喪失することとなるときは、上記ロの定めにかかわら

ず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株

予約権のすべてを行使しなければならない。

ニ．新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の

行使は認めない。

・保有状況
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2014年８月18日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

5,000個（新株予約権１個につき400株）

・新株予約権の目的である株式の数

2,000,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　500円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　83,200円（１株当たり　208円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2014年９月18日から2024年９月17日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権の割当を受けた者(以下｢新株予約権者｣という。)

は、当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれの地

位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新

株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定め

る場合はこの限りではない。

(a) 当社又は子会社を任期満了により退任した場合

(b) 定年退職その他正当な理由がある場合

ロ．割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、

主たる証券取引所における当社普通株式終値の１月間（当日を含む

直近の20営業日）の平均株価（１円未満切り上げ）が一度でも、上

記に定める行使価額（新株予約権の行使時の払込金額）に25％を乗

じた価格（１円未満切り上げ）を下回った場合、新株予約権者は残

存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である2024年９月
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新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

当 社 使 用 人 319個 127,600株 35名

子 会 社 の 役 員 84個 33,600株 2名

17日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げ

る場合に該当するときはこの限りではない。

(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b) 当社が法令や証券取引所の定める諸規則に従って開示すべき重

要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権発

行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d) その他、当社が新株予約権の信頼を著しく害すると客観的に認

められる行為をなした場合

ハ．上記ロに該当した日以後において、上記イに定める場合以外の

理由により当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいず

れの地位をも喪失することとなるときは、上記ロの定めにかかわら

ず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株

予約権のすべてを行使しなければならない。

ニ．新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の

行使は認めない。

・保有状況
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2021年２月17日開催の取締役会決議による新株予約権

 （2022年３月31日現在）

・新株予約権の数

5,731個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的である株式の数

573,100株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　2,000円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　80,300円（１株当たり　803円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

2023年７月１日から2026年10月15日まで

・新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権の割当を受けた者(以下｢新株予約権者｣という。)

は、当社又は子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位を

も喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予

約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場

合はこの限りではない。

(a) 当社又は子会社を任期満了により退任した場合

(b) 定年退職その他正当な理由がある場合

ロ．新株予約権者は以下の各号に定める条件を充たしていた場合、

それぞれに定められた割合を上限として新株予約権を行使すること

ができる。

(a) 2022年3月期から2026年3月期までのいずれかの事業年度におけ

る当社の営業利益が70億円を超過した場合　権利行使割合50％

(b) 2022年3月期から2026年3月期までのいずれかの事業年度におけ
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新株予約権の数 目 的 で あ る 株 式 の 数 保 有 者 数

当 社 使 用 人 4,968個 496,800株 274名

子 会 社 の 役 員 190個 19,000株 2名

子 会 社 使 用 人 573個 57,300株 51名

る当社の営業利益が80億円を超過した場合　権利行使割合100％

なお、当該営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更

や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連

結損益計算書の数値を直接参照することが適切でないと当社が判断

した場合、合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会に

て定めることができるものとする。また、国際財務報告基準の適用

等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別

途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

ハ．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

ニ．各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

・保有状況
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業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のと

おりであります。

①　当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制

　プレステージ・インターナショナルグループ（以下「当社グループ」とい

う。）の行動規範に基づき、コンプライアンス規程を制定し、取締役の法令及び

定款違反行為を未然に防止するとともに、必要に応じて外部の専門家に助言を求

めるものとする。また代表取締役を中心とした取締役同士の相互補完により、監

視体制を強化するものとする。併せて当社のリスク・コンプライアンス委員会を

代表取締役の諮問機関とし、当社グループ全体のリスクやコンプライアンス全般

に関する事項について、内部統制の構築を推進するものとする。

②　当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、文書取扱規程において定める部署を

主管として、適切に保存及び管理を行うものとする。

③　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する機関として、代表取締

役の諮問機関であるリスク・コンプライアンス委員会を設置し、同委員会におい

てリスク管理の方針の決定、リスク管理規程の整備、運用状況の検証、危機発生

時の対応、その他リスク管理全般に関する事項について整備を行うものとする。

④　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし

て、定例取締役会を毎月１回、臨時取締役会を必要に応じ随時開催し、迅速な意

思決定が行える体制を構築するものとする。
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⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社グループの行動規範に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構

築に努めるとともに、グループ会社の内部統制の有効性並びに妥当性を確保する

ため、グループ会社管理規程を制定し、グループ会社の運営を管理、指導するも

のとする。グループ会社の取締役等はグループ会社管理規程に従い、自らの職務

の執行にかかる事項を適宜報告するものとする。また、内部監査室は、グループ

会社の業務の状況について、定期的に監査を行うものとする。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

　当社では、監査役及び監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求め

た場合は、直ちに監査役及び監査役会を補助する部署として監査役室を設置し、

その構成員を監査役及び監査役会を補助すべき使用人とし、監査役及び監査役会

がグループ管理統括本部と協議の上、選任した使用人を監査役室員として監査役

及び監査役会の業務を担当させるものとする。

⑦　前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性に関する

事項

　監査役室員としての使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人

の人事異動・評価等を行う場合には、グループ管理統括本部は予め監査役及び監

査役会に相談し、監査役及び監査役会の意見を重視することとし、監査役及び監

査役会の指示に従い、必要に応じて当社グループ内の監査を行う権限を与えるも

のとする。

⑧　当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制及

びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、又はその事実を発見した場合、

役職員が法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれ

があると考えられるときは、直ちに当社の監査役及び監査役会に直接報告を行う

ものとする。また監査役監査規程に基づき、当社の監査役及び監査役会に対する

報告事項について実効的且つ機動的な報告がなされるよう、社内体制の整備を行

い、当社の監査役及び監査役会に対しての報告体制を確立するものとする。さら

に、当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱
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いを受けないことを確保するため、内部通報制度においては、通報者に対する不

利益な取扱いを禁止するものとする。

⑨　監査役の職務執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職

務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役又は監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他社外専門

家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するとき等、所要の

費用を請求するときは、監査役又は監査役会の求めに応じて適切に処理するもの

とする。

⑩　財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性及び適正性を確保並びに金融商品取引法に基づく適切な内部

統制報告書を提出するために必要な体制の整備及び運用を行い、その有効性を定

期的に評価するとともに評価結果を取締役会に報告するものとする。

⑪　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

　1)　当社は、反社会的勢力に対して取引を含む一切の関係を遮断することを基

本方針とし、これらの実効性を確保するため「反社会的勢力に対するマニ

ュアル」を整備するとともに、弁護士や警察等外部の専門機関と適宜連携

しながら、反社会的勢力による経営活動への関与や反社会的勢力からの被

害を防止するための対応を行うものとする。

　2)　反社会的勢力に関する部署を総務部とし、情報の収集及び関係部署との情

報の共有を図り対処を行うものとする。また、不当要求防止責任者を設置

し、平素から所管警察署と良好な関係維持に努め、反社会的勢力との関係

遮断に取り組むものとする。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当事業年度における当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状

況の概要は、以下のとおりであります。

① 　取締役会は取締役会規程に基づき、定例取締役会を毎月１回、臨時取締
役会を必要に応じて随時開催しており、取締役は法令、定款及び取締役会
規程等に定められた事項の審議、決定並びに取締役の業務執行状況を報告
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しております。取締役会開催に際しては社外役員を含め、資料を事前に共
有する等の方法により、意思決定の迅速化と監督の実効性を確保しており
ます。

監査役会は法令、定款及び監査役会規程に従い、定例監査役会を毎月１
回開催しており、各監査役が監査内容を報告して情報共有を行っておりま
す。また一部の重要案件については、取締役会、監査役会に先立って社外
取締役及び監査役による検討会を必要に応じて開催し、独立した立場から
討議を行う場を設けております。

② 　代表取締役の諮問機関であるリスク・コンプライアンス委員会を中心
に、グループ全体のリスク・コンプライアンスに関する基本方針やリスク
管理規程及びコンプライアンス規程の整備、運用状況の検証、危機発生時
の対応、その他リスク・コンプライアンス全般に関する事項について検
討、審議を定期的に行い、結果を取締役会に報告しております。

当社グループの全従業員に対しては、年１回情報セキュリティ及びコン
プライアンス等に関する研修を実施し、コンプライアンスの向上を図って
おります。
また、当社グループにおいては、内部通報規程を制定し、当社の監査役

や外部の弁護士事務所への通報窓口の設置等、内部通報体制を整備してお
ります。必要に応じて制度の見直しを行い、より適切な内部通報制度の構
築に努めております。

③ 　内部監査部門は、監査役と月１回定例連絡会により監査計画、内部監査
報告の内容について確認、協議及び情報共有を行うほか、適宜意見、情報
の交換を行い、緊密な連携を保っております。また、当社及びグループ会
社に対して監査を実施し、グループにおける業務執行の適正性を確認して
おります。

④ 　当社グループの行動規範に基づき、グループ全体のコンプライアンス体
制の構築に努めるとともに、グループ会社の内部統制の有効性並びに妥当
性を確保するため、グループ会社管理規程を制定し、子会社及び関係会社
の運営を管理、指導するものとしております。グループ会社の取締役等は
グループ会社管理規程に従い、自らの職務執行にかかる事項を適宜報告す
るものとしております。また、内部監査室は、グループ会社の業務の状況
について、定期的に監査を行なっております。
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（ 2021年４月１日から
2022年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2021年４月１日　期首残高 1,502,742 2,772,011 25,561,466 △248 29,835,971

会計方針の変更による累積的
影 響 額

△270,851 △270,851

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高

1,502,742 2,772,011 25,290,614 △248 29,565,120

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 16,966 16,966 33,932

剰 余 金 の 配 当 △961,171 △961,171

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,357,165 4,357,165

自 己 株 式 の 取 得 △417,910 △417,910

連 結 範 囲 の 変 動 △1,353 △1,353

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 16,966 16,966 3,394,640 △417,910 3,010,662

2022年３月31日　期末残高 1,519,708 2,788,977 28,685,255 △418,158 32,575,782

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主
持 分

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額

合計

2021年４月１日　期首残高 507,301 575,026 1,082,327 153,375 1,817,187 32,888,861

会計方針の変更による累積的
影 響 額

△270,851

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高

507,301 575,026 1,082,327 153,375 1,817,187 32,618,009

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 33,932

剰 余 金 の 配 当 △961,171

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,357,165

自 己 株 式 の 取 得 △417,910

連 結 範 囲 の 変 動 △1,353

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

101,457 549,792 651,250 54,423 231,881 937,555

連結会計年度中の変動額合計 101,457 549,792 651,250 54,423 231,881 3,948,218

2022年３月31日　期末残高 608,758 1,124,819 1,733,577 207,798 2,049,069 36,566,228

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示をしております。
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連結注記表

１. 継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

２. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 38社

・連結子会社の名称 ㈱プレステージ・コアソリューション

㈱プレステージ・グローバルソリューション

㈱プレステージ・ヒューマンソリューション

タイム・コマース㈱

㈱プレミアアシスト

㈱プレミアアシスト・ネットワーク

㈱プレミアライフ

㈱イントラスト

㈱プレミアIT&プロセスマネジメント

㈱プレミア・クロスバリュー

㈱プレミアロータス・ネットワーク

㈱プレミア・ケア

㈱プレミアビジネステクノロジー

㈱プレミア・エイド

㈱プレミア・インシュアランスパートナーズ

㈱プレミア・インシュアランスソリューションズ

㈱PI・EISインシュアランステクノロジー

㈱プレミアペットアシスト

Prestige International USA, Inc.

Prestige International U.K. Ltd.

PRESTIGE INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.

PRESTIGE INTERNACIONAL MÉXICO LTDA

Prestige International (S) Pte Ltd.

P.I.PHILIPPINES, INC.

JAPANESE HELP DESK INC.

普莱斯梯基（上海）咨洵服務有限公司

PRESTIGE INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

Prestige International (HK) Co., Limited

臺灣普莱斯梯基有限公司
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PRESTIGE INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY LTD.

P.I. PRESTIGE INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED

JHD MED-AID INC.

P.I.PRESTIGE INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO.,LTD

P.I MYANMAR PTE LIMITED

PRESTIGE INTERNATIONAL (M) SDN BHD

P.I.Assistance (Thailand) Co.,Ltd

PRESTIGE INTERNATIONAL VIETNAM Co.,Ltd

PI Insurance Technoogy Singapore Pte.Ltd.

㈱プレミアペットアシスト、PI Insurance Technoogy Singapore Pte.Ltd.は、重要性が増し

たため、連結の範囲に含めております。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社数 ２社

・主要な会社等の名称 ㈱プライムアシスタンス

㈱ファースト リビング アシスタンス

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称　　　　　　㈱マッシュアップブレイン

当期純損益(持分に見合う額）及び利益剰余金(持分に見合う額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

①連結子会社のうち、普莱斯梯基(上海)咨洵服務有限公司、PRESTIGE INTERNACIONAL DO 

BRASIL LTDA.、PRESTIGE INTERNATIONAL MEXICO LTDA及びP.I. PRESTIGE INTERNATIONAL 

(CAMBODIA) CO., LTDの決算日は、12月31日であります。連結計算書類の作成に当たって

は、同決算日現在の計算書類を使用しております。

　ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行

っております。

②連結子会社のうち、P.I MYANMAR PTE LIMITEDの決算日は9月30日であります。連結計算書

類の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しており

ます。
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ロ. 棚卸資産

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

ハ. デリバティブ取引 　時価法

イ. 有形固定資産

（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法を採用しておりま

す。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法を採用

しております。

　また、在外連結子会社は定額法を採用しておりま

す。

ロ. 無形固定資産

（リース資産を除く）

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。）

　なお、時価のあるその他有価証券のうち「取得原

価」と「債券金額」の差額の性格が金利の調整と認め

られるものについては、償却原価法により原価を算定

しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物　　　　　２～47年

　機械装置及び運搬具　　　２～15年

　工具、器具及び備品　　　２～20年

ソフトウエア 自社利用のソフトウエア

　社内における利用可能期間（２～５年）に基づく定

額法を採用しております。

ハ. リース資産 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。
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③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び国

内連結子会社は一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案して、回収不能見込額を計上しておりま

す。

　また、在外連結子会社については、主として特定の

債権について、その回収可能性を勘案した所要見積額

を計上しております。

ロ. 賞与引当金 　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため､ 

支給見込額に基づき、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しております。

ハ. 保証履行引当金 　保証債務の保証履行に備えるため、当連結会計年度

末における将来の損失発生見込額を計上しておりま

す。

④ 収益及び費用の計上基準 　当社グループの、顧客との契約から生じる収益に関

する主要なサービスにおける主な履行義務の内容及び

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常

の時点）は以下のとおりであります。

オートモーティブ事業

　主にロードアシスト及び自動車延長保証のサービス

を提供しております。

　ロードアシストについては、サービス対象となる自

動車保険契約数又はロードサービスの提供件数に応じ

て報酬が決定し、前者は契約期間に応じて収益を認

識、後者についてはサービス提供時点で収益を認識し

ております。

　また、自動車延長保証サービスについては、自動車

メーカーの保証期間終了後の点検や部品交換等を保証

商品として提供しており、保証期間にわたって収益を

認識しております。

プロパティ事業

　主に住宅向けホームアシスト、マンション等の住宅

設備延長保証サービス、コインパーキング向けにパー

クアシストなどのサービス提供しております。

　ホームアシスト及びパークアシストについては、サ

ービス提供時点で履行義務が充足されるものと判断し
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ており、当該時点で収益を認識しております。

　住宅設備延長保証サービスについては、住宅設備等

のメーカー保証期間終了後の点検や部品交換等を保証

商品として提供しており、保証期間にわたって収益を

認識しております。

グローバル事業

　主に海外旅行医療保険のクレームエージェント（査

定）、駐在員向けの医療サポート（ヘルスケア・プロ

グラム）、海外金融機関及び日系航空会社との３社提

携により、米国において、主に日本人駐在員向けに現

地通貨で決済できるクレジットカードの発行を提供し

ております。

海外旅行医療保険のクレームエージェント（査定）に

ついては、電話での受付業務で報酬が決定する契約

と、査定処理件数に応じて報酬が決定する契約があ

り、前者については契約期間に応じた収益を、後者に

ついては、査定処理した件数に応じた収益を、それぞ

れ認識しております。

　駐在員向けの医療サポート（ヘルスケア・プログラ

ム）については、サービス対象となる駐在員数に応じ

て報酬が決定する契約と駐在員が海外医療機関に受診

した数に応じて報酬が決定する契約があり、前者は契

約期間に応じた収益を認識、後者についてはサービス

提供時点で収益を認識しております。

　また、クレジットカードの発行サービスについて

は、主にカード利用に応じてカード加盟店から得られ

る手数料を収益としており、カード利用時に収益を認

識しております。

カスタマー事業

　国内のカスタマーコンタクトサービスを提供してお

り、契約期間に応じて収益を認識しております。

金融保証事業

主に家賃滞納時に賃借人に代わり家主へ家賃を保証す

るサービスを提供しております。

　これらは保証期間にわたって収益を認識しておりま

す。
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イ. 退職給付に係る会計処理の方法

ロ. 繰延資産の処理方法

　　株式交付費

ハ. のれんの償却方法及び

　　償却期間

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。

　支出時に全額費用処理しております。

　のれんの償却については、個々の実態に応じた期間

に亘り均等償却しております。ただし、重要性が乏し

いものについては一括償却しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
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３. 会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識

会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支

配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益

を認識することといたしました。これにより、一部の取引について、従来は、契約開始時に

収益を認識する方法によっておりましたが、履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受

する場合、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場

合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新た

な会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、

当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識

した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項ま

た書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更に

ついて、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的

影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結損益計算

書は、当連結会計年度の売上高は31,887千円減少し、売上原価は3,656千円減少し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ28,231千円減少しております。

　当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等

変動計算書の利益剰余金の期首残高は270,851千円減少しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及

び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定め

る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって

適用することといたしました。これによる当連結計算書類に与える影響はありません。

　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に

関する事項等の注記を行うこととしております。
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 6,543,933千円

建物 2,053,502千円

構築物 175,646千円

車両運搬具 420千円

工具、器具及び備品 217,217千円

ソフトウエア 158,813千円

その他の無形固定資産 9千円

家賃保証業務等 286,197,051千円

４. 表示方法の変更に関する注記

　工具、器具及び備品の表示方法は、従来連結貸借対照表上その他の有形固定資産（前連結

会計年度821,065千円）に含めて開示しておりましたが、重要性が増したため、当連結会計

年度より1,033,512千円（前連結会計年度821,065千円）として表示しております。

５. 会計上の見積りに関する注記

該当事項はありません。

６. 追加情報に関する注記

該当事項はありません。

７. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

オートモーティブ事業を行うための最低保証金として、定期預金5,010千円を預けておりま

す。

(3) (2) の有形固定資産の減価償却累計額の中には減損損失累計額が含まれております。

(4) 圧縮記帳

国庫等補助金により取得した資産につき取得価額から控除されている圧縮記帳額は次のと

おりであります。

(5) 保証債務

金融保証事業における家賃保証業務等に係る保証極度相当額は次のとおりであります。

－ 27 －



株式の種類
当連結会計年度期首
の 株 式 数 ( 株 )

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
の株式数 (株 )

普 通 株 式 128,131,800 60,600 － 128,192,400

① 配当金支払額等

イ.2021年５月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

　・株式の種類 普通株式

　・配当金の総額 448,458千円

　・１株当たり配当金額 3.5円

　・基準日 2021年３月31日

　・効力発生日 2021年６月10日

ロ.2021年10月29日開催の取締役会決議による配当に関する事項

　・株式の種類 普通株式

　・配当金の総額 512,712千円

　・１株当たり配当金額 4.0円

　・基準日 2021年９月30日

　・効力発生日 2021年12月６日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度になるもの

　 2022年５月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項

　・株式の種類 普通株式

　・配当金の総額 574,252千円

　・配当の原資 利益剰余金

　・１株当たり配当金額 4.5円

　・基準日 2022年３月31日

　・効力発生日 2022年６月９日

８. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

（注）発行済株式総数の増加は、ストック・オプションの行使による増加15,200株、及び譲
渡制限付株式の付与による増加45,400株であります。

(2) 剰余金の配当に関する事項
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2 0 1 3 年 ２ 月 1 5 日

取 締 役 会 決 議 分

2 0 1 3 年 ６ 月 2 5 日

取 締 役 会 決 議 分

2 0 1 4 年 ８ 月 1 8 日

取 締 役 会 決 議 分

2 0 1 4 年 ８ 月 1 8 日

取 締 役 会 決 議 分

2 0 1 5 年 ７ 月 1 6 日

取 締 役 会 決 議 分

2 0 1 6 年 ７ 月 1 9 日

取 締 役 会 決 議 分

目的となる株
式 の 種 類

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目的となる株
式 の 数

249,600株 32,000株 24,000株 161,200株 51,200株 58,800株

新株予約権の
残 高

312個 40個 60個 403個 128個 147個

2 0 1 7 年 ７ 月 1 9 日

取 締 役 会 決 議 分

2 0 1 8 年 ８ 月 2 0 日

取 締 役 会 決 議 分

2 0 1 9 年 ７ 月 1 7 日

取 締 役 会 決 議 分

2 0 2 0 年 ８ 月 1 9 日

取 締 役 会 決 議 分

2 0 2 1 年 ４ 月 1 6 日

取 締 役 会 決 議 分

目的となる株
式 の 種 類

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目的となる株
式 の 数

34,000株 31,000株 31,600株 46,700株 573,100株

新株予約権の
残 高

170個 155個 158個 467個 5,731個

(3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

９. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループの所要資金調達は、大きく分けて運転資金及び設備投資資金の調達となっ

ております。運転資金は自己資金で大部分が賄われており、不足部分を短期借入金で賄っ

ております。また、設備投資資金は通常発生するものに関しては、自己資金で大部分が賄

われておりますが、大型の設備投資資金に関しては、財務の健全性から一部を長期借入金

で調達しております。余剰資金は、短期的な銀行預金ないし安全性の高い債券等に限定し

て運用しております。デリバティブ取引は、事業活動上生じる金融の市場リスクを回避す

る目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金、立替金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。

また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒さ

れております。

　有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、外貨

建ての有価証券及び投資有価証券は、為替の変動リスクに晒されております。

　デリバティブ取引は、先物為替予約取引であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業債権については、営業管理規程に従い、取引先毎に取引開始時における

与信調査、期日管理及び残高管理を継続的に行い、財務状況等の悪化等による回収懸念

の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っており

ます。
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連結貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

投資有価証券 5,086,630 5,086,630 －

　資産計 5,086,630 5,086,630 －

長期借入金 （※１） 750,000 749,502 △497

　負債計 750,000 749,502 △497

デリバティブ取引（※２） 47,593 47,593 －

　デリバティブ取引に関しては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関と

のみ取引を行っております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企

業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に

見直しております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、財務経理部門が決裁者の承認を得て行っ

ております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき財務経理部門が適時に資金繰計画を作

成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しておりま

す。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することもあります。

　また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等

については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま

せん。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

（※１）1年内返済予定額を含めております。
（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計

で正味の債務となる項目については（　）で示しております。
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区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 26,095

関係会社株式 1,609,672

組合出資金 69,549

（注）１. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

現金及び預金、売掛金、立替金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、注記を省略しております。

投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引金融機

関等から提示された価格によっております。

負　債

短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、注記を省略しております。

長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

２. 市場価格のない株式等は、「（2）投資有価証券」には含まれておりません。当該

金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 18,237,698 － － －

売掛金 4,730,591 － － －

立替金 5,410,483 － － －

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの

　　債券 － 200,000 100,000 －

合計 28,378,773 200,000 100,000 －

１年以内
（米ドル）

１年超
５年以内

（米ドル）

５年超
10年以内

（米ドル）

10年超
（米ドル）

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの

　　債券 － 10,000,000 10,000,000 8,000,000

合計 － 10,000,000 10,000,000 8,000,000

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 500,000 － － － － －

長期借入金 375,000 125,000 125,000 125,000 － －

合計 875,000 125,000 125,000 125,000 － －

３. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

４. 借入金の連結決算日後の返済予定額

(3)金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定し

た時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。

－ 32 －



区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 740,534 － － 740,534

　　債券 － 3,754,100 － 3,754,100

　　その他 － － － －

　資産計 740,534 3,754,100 － 4,494,634

デリバティブ取引 － 47,593 － 47,593

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 749,502 － 749,502

　負債計 － 749,502 － 749,502

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（令和
２年３月６日　内閣府令第９号）附則第５条第６項の経過措置を適用した投資信託について
は、上記表に含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は金融資産
591,995千円であります。

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引さ

れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有してい

る社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、

その時価をレベル２に分類しております。

デリバティブ取引

　為替予約の時価は、為替レートの観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算

定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金の時価は、借入契約毎に分類した当該長期借入金の元利金を同様の借入におい

て想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類してお

ります。

－ 33 －



区分 取引の種類
契約額等
(千円)

契約額等の
うち1年超
(千円)

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取引

為替予約取引

　買建

　　米ドル 850,467 － 47,593 47,593

合計 850,467 － 47,593 47,593

区分

報告セグメント

合計

（千円）日本

（千円）

米州・欧州

（千円）

アジア・

オセアニア

（千円）

オートモーティブ事業 20,878,862 － － 20,878,862

プロパティ事業 5,982,473 － － 5,982,473

グローバル事業 2,633,457 2,160,343 453,842 5,247,643

カスタマー事業 7,966,685 － － 7,966,685

金融保証事業 5,350,095 － － 5,350,095

IT事業 775,785 － 18,628 794,414

ソーシャル事業 524,125 － － 524,125

顧客との契約から生じる収益 44,111,486 2,160,343 472,471 46,744,300

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 44,111,486 2,160,343 472,471 46,744,300

10. デリバティブ取引に関する注記

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　通貨関連

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

12. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

２.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記「(4)会計方針に関する

事項　④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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契約負債
当連結会計年度

（千円）

期首残高 3,530,808

期末残高 4,674,338

当連結会計年度

（千円）

１年以内 3,230,517

１年超２年以内 661,537

２年超３年以内 324,256

３年超 458,025

(1) １株当たり純資産額 268円86銭

(2) １株当たり当期純利益金額 34円02銭

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並

びに当該事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込ま

れる収益の金額及び時期に関する情報

①　契約負債の残高

　顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

　当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたもの

は、2,290,075千円であります。

②　残存履行義務に配分した取引価格

　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の履行が見込まれる期間は、以下のと

おりであります。

12. １株当たり情報に関する注記

13. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

14. その他の注記

該当事項はありません。
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（ 2021年４月１日から
2022年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

20 2 1年４月１日　期首残高 1,502,742 895,428 176,195 1,071,623 12,517,525 12,517,525 △248 15,091,643

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 16,966 16,966 16,966 33,932

剰余金の配当 △961,171 △961,171 △961,171

当 期 純 利 益 2,720,096 2,720,096 2,720,096

自己 株 式の取得 △417,910 △417,910

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 16,966 16,966 － 16,966 1,758,924 1,758,924 △417,910 1,374,946

2 0 2 2年３月3 1日　期末残高 1,519,708 912,394 176,195 1,088,589 14,276,450 14,276,450 △418,158 16,466,589

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

20 2 1年４月１日　期首残高 498,272 498,272 153,375 15,743,290

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 33,932

剰余金の配当 △961,171

当 期 純 利 益 2,720,096

自己株式の取得 △417,910

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

117,530 117,530 47,383 164,913

事業年度中の変動額合計 117,530 117,530 47,383 1,539,860

2 0 2 2年３月3 1日　期末残高 615,802 615,802 200,758 17,283,151

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示をしております。
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(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

① 有形固定資産

（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物については定額法を採用しております。

個別注記表

１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

ロ その他有価証券

・時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。）

なお、時価のあるその他有価証券のうち「取得原価」

と「債券金額」の差額の性格が金利の調整と認められ

るものについては、償却原価法により原価を算定して

おります。

・時価のないもの 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しており

ます。

(2) 固定資産の減価償却の方法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　３～47年

構築物　　　　　　　　　　　　10～20年

機械及び装置　　　　　　　　　４～15年

車両運搬具　　　　　　　　　  ２～６年

工具、器具及び備品　　　　　　３～15年
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① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案して、必要と見込

まれる金額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき、当事業年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

④ 事業損失引当金 子会社の事業に伴う損失に備えるため、当事業年度末

における将来の損失発生見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準 当社の収益は、主に子会社からの経営指導料及び受取

配当金となります。経営指導料においては、子会社へ

の受託業務を提供することが履行義務であり、業務が

実際された時点で当社の履行義務が充足されることか

ら、当該時点で収益及び費用を認識しております。受

取配当金については、配当金の効力発生日をもって認

識しております。

　
(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の処理方法

株式交付費 支出時に全額費用処理しております。

② 無形固定資産

（リース資産を除く）

・ソフトウエア 利用可能期間（２年～５年）に基づく定額法

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
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３. 会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客

に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識する

ことといたしました。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商

品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取

扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することと

いたしました。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

４. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

５. 会計上の見積りに関する注記

　市場価格のない関係会社株式の評価

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

　　関係会社株式2,184,992千円

（2）会計上の見積りの内容に関する情報

　　①算出方法

　市場価格のない関係会社株式については、取得原価をもって貸借対照表価額としております

が、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分

な証拠によって裏付けられる場合を除いて減損処理を実施しています。

　実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるかどうか判断するにあたって、発

行会社の財政状態、経営成績、中期事業計画の実行可能性に影響するその他特定の要因、発行

会社が事業を行っている産業の特殊性、実質価額の回復が十分に見込まれる期間まで当社グル

ープが保有し続けることができるか否か等を考慮しますが、時には見積りや予測を必要としま

す。
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,671,420千円

建物 2,006,292千円

構築物 175,646千円

車両運搬具 420千円

工具、器具及び備品 215,509千円

ソフトウエア 126,384千円

その他の無形固定資産 9千円

① 短期金銭債権 1,268,410千円

② 長期金銭債権 104,578千円

③ 短期金銭債務 2,025,373千円

① 営業取引高 13,532,697千円

② 営業取引以外の取引高 1,199,444千円

　　②主要な仮定

　見積りの基礎となる中期事業計画における主要な仮定は、既存顧客への販売額（定額又は単

価に件数を乗じた金額）、将来における獲得見込みの顧客への販売額（定額又は単価に件数を

乗じた金額）になります。

　　③翌事業年度の計算書類に与える影響

　主要な仮定である既存顧客への販売額（定額又は単価に件数を乗じた金額）、将来における

獲得見込みの顧客への販売額（定額又は単価に件数を乗じた金額）については、不確実性が高

く、今後の発行会社の継続的な経営成績の悪化や経済環境の変化等によっては実質価額の回復

可能性が十分な証拠によって裏付けられないと判断されることもあり、その場合、翌事業年度

の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

６. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

　ロードアシスト事業を行うための最低保証金として定期預金5,010千円を預けておりま

す。

(3) 圧縮記帳

国庫等補助金により取得した資産につき取得価額から控除されている圧縮記帳額は次のと

おりであります。

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

７. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高
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当事業年度期首の
株 式 数 ( 株 )

当事業年度増加
株 式 数 ( 株 )

当事業年度減少
株 式 数 ( 株 )

当事業年度末の
株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 708 580,000 － 580,708

合計 708 580,000 － 580,708

(繰延税金資産)

投資有価証券評価損 108,240千円

株式報酬費用 65,203千円

未払費用 30,060千円

未払事業税 4,708千円

賞与引当金 214,721千円

貸倒引当金 218,093千円

確定拠出年金移管額 7,966千円

事業損失引当金 222,925千円

資産除去債務 517,660千円

減損損失 2,411千円

その他 8,133千円

評価性引当額 △1,076,355千円

繰延税金負債と相殺 △323,770千円

繰延税金資産の純額 －

(繰延税金負債)

資産除去債務に対応する除去費用 409,946千円

その他有価証券評価差額金 271,776千円

繰延税金資産と相殺 △323,770千円

繰延税金負債の純額 357,953千円

８. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

当事業年度末（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　（注）.自己株式の取得による増加であります。

９. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
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種 類
会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名

資本金又は
出 資 金
( 千 円 )

議決権等の
所 有
(被所有)割
合
( ％ )

関連当事者との
関 係

取 引 の 内 容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

子 会 社
㈱プレステージ・
コアソリューショ
ン

100,000
直接所有

100.0

経 営 管 理
役 員 の 兼 任
業 務 委 託
出向者の転出

経営管理料の
受 取

(注４)
436,900

－ －

設備利用料の
受 取

(注４)
1,159,723

配当金の受取
(注３)

1,420,000

出向者分担金
の 受 取

(注５)
7,647,583

子 会 社
㈱プレミアIT＆プ
ロセスマネジメン
ト

51,000
直接所有

100.0

経 営 管 理
資 金 の 寄 託
出向者の転出

資 金
の 返 済

(注１)
510,000 短期借入金 120,000

金 利 の 支 払
(注１)

87 － －

配当金の受取
(注３)

510,000 － －

子 会 社
㈱プレミアアシス
ト

100,000
直接所有

100.0

経 営 管 理
出向者の転出
役 員 の 兼 任

貸付金の回収
(注２)

80,000 短期貸付金 80,000

金 利 の 受 取
(注２)

3,780 長期貸付金 560,000

子 会 社
㈱プレミアアシス
ト・ネットワーク

50,000
直接所有

100.0

経 営 管 理
資 金 の 寄 託
出向者の転出

資 金
の 返 済

(注１)
70,000 短期借入金 320,000

金 利 の 支 払
(注１)

78 － －

出向者分担金
の 受 取

(注５)
227,243 未収入金 68,712

子 会 社
㈱プレステージ・
グローバルソリュ
ーション

100,000
直接所有

100.0
経 営 管 理
出向者の転出

財 務 代 行 － 未払金 730,813

出向者分担金
の 受 取

(注５)
268,252 － －

子 会 社
Prestige
International
USA, Inc.

1,934,038
米ドル

直接所有
100.0

経 営 管 理
配当金の受取

(注３)
765,870 － －

子 会 社
㈱プレミアビジネ
ステクノロジー

27,500
直接所有

100.0
出向者の転出
業 務 委 託

出向者分担金
の 受 取

(注５)
309,585 未収入金 32,049

業務委託料の
支 払

(注６)
319,702 未払金 61,854

10. 関連当事者との取引に関する注記

（1）子会社及び関連会社等
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種 類
会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名

資本金又は
出 資 金
( 千 円 )

議決権等の
所 有
(被所有)割
合
( ％ )

関連当事者との
関 係

取 引 の 内 容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

子 会 社
㈱プレステージ・
ヒューマンソリュ
ーション

25,000
直接所有

100.0
出向者の転出
資 金 の 寄 託

資 金
の 借 入

(注１)
41,000 短期借入金 381,000

金 利 の 支 払
(注１)

146 － －

子 会 社 ㈱プレミア・ケア 56,000
直接所有

100.0
出向者の転出
資 金 の 貸 付

資 金
の 貸 付

(注２.８)
396,502 短期貸付金 596,861

金 利 の 受 取
(注２)

1,649 長期貸付金 1,682

種 類
会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名

資本金又は
出 資 金
( 千 円 )

議決権等の
所 有
(被所有)割
合
( ％ )

関連当事者との
関 係

取 引 の 内 容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

当 社
の 役 員

玉上　進一 －
被所有
直接

1.8

金銭報酬債権の
現 物 出 資

金銭報酬債権の
現 物 出 資

(注７)
28,623 － －

（2）役員及び個人主要株主等

（注）１. 当社は、国内グループ全体の効率的な資金運用・調達を行うため、CMS（キャッシュ・マネ

ジメント・サービス）を導入しており、取引金額は前事業年度末残高からの変動額を記載し

ております。なお、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２. 貸付資金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は10年以

内の分割返済としております。

３. 配当金の受取については、剰余金の分配可能額を基礎として合理的に決定しております。

４. 経営管理料の受取及び設備利用料の受取については、当社の運営費用及び業務内容を勘案し

た上で決定しております。

５. 出向者分担金の受取については、出向者に係る人件費相当額としております。

６. 業務委託料の支払については、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。

７. 譲渡制限付株式報酬制度に基づく、金銭報酬債権の現物出資であります。

８．㈱プレミア・ケアに対する短期貸付金に対し、当事業年度において396,502千円の貸倒引当

金繰入額を計上し、当事業年度末現在596,861千円の引当金残高であります。
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(1) １株当たり純資産額 133円86銭

(2) １株当たり当期純利益金額 21円24銭

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

13. 連結配当規制適用会社に関する注記

該当事項はありません。

14. その他の注記

該当事項はありません。
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